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あ
な
た
の
家
は
地
震
が
き
て
も
大
丈
夫
？

「
木
造
住
宅
」簡
易
耐
震
診
断
意
向
調
査

　

町
で
は
、
近
い
将
来
発
生
が
予

測
さ
れ
て
い
る
東
海
地
震
な
ど
の

大
規
模
な
地
震
に
備
え
た
、
木
造

住
宅
の
簡
易
耐
震
診
断
を
、
平
成

20
年
度
も
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
事
業
実
施
に
先

立
ち
各
世
帯
の
簡
易
耐
震
診
断
の

意
向
調
査
を
実
施
し
ま
す
。（
す

で
に
申
し
込
ま
れ
た
方
は
除
く
）

　

耐
震
診
断
は
町
負
担
で
無
料
と

な
り
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、

産
業
建
設
課
都
市
計
画
係
へ
３
月

14
日（
金
）ま
で
に
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
建
設
課
都
市
計
画
係

（
内
線
75
）

③
耐
震
補
強
工
事

　

補
助
制
度
あ
り

　

補
助
対
象
工
事
費
限
度
額
１
２
０

万
円
以
内
で
、
そ
の
１
／
２
か

つ
60
万
円
以
内
を
補
助
し
ま
す
。

簡
易
診
断
か
ら

耐
震
補
強
工
事
ま
で

①
簡
易
診
断
の
実
施

　

現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど
。

　

診
断
費
用
無
料（
町
の
補
助
）

②
精
密
診
断

　

①
の
診
断
結
果
に
よ
り
精
密
診

断
が
必
要
と
さ
れ
、
耐
震
補
強

工
事
を
希
望
す
る
場
合
。

　

現
地
で
の
精
密
診
断

　

診
断
費
用
無
料（
町
の
補
助
）

簡
易
診
断
の
対
象
と
な
る
住
宅

○
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
工
事
に
着
手
し
た
住
宅

○
一
戸
建
て
住
宅

　
（
店
舗
併
用
住
宅
な
ど
の
併
用
住
宅
を
含
み
ま
す
）

○
在
来
工
法
の
木
造
住
宅

　
（
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
や
非
木
造
の
住
宅
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

３
月
１
日
〜
３
月
７
日

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
実
施

春
季
の
火
災
に
つ
い
て

　

昨
年
、
町
内
で
は
９
件
の
火
災

が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
内
８
件

が
３
月
か
ら
５
月
の「
春
季
」に
発

生
し
て
い
ま
す
。
原
因
は
、
土
手

焼
等
の
飛
火
に
よ
る
火
災
が
大
半

を
占
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に

は
、
土
手
焼
が
原
因
で
住
宅
火
災

と
な
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
時
期
は
、
空
気
が
非
常
に

乾
燥
し
て
い
る
上
、
土
手
焼
や
枯

れ
草
の
焼
却
等
火
入
れ
を
す
る
機

会
が
多
く
な
る
な
ど
、
火
災
の
発

生
し
や
す
い
条
件
が
重
な
っ
て
い

ま
す
。
火
入
れ
を
す
る
場
合
は
あ

ら
か
じ
め
消
防
署
に
届
出（
火
災

予
防
条
例
第
50
条
）を
し
て
、
指

示
を
仰
ぎ
火
災
を
出
さ
な
い
よ
う

に
十
分
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

御
代
田
消
防
署（
32
）０
１
１
９

　

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
を

迎
え
る
に
あ
た
り
、
３
月
１
日

（
土
）か
ら
３
月
７
日（
金
）ま
で
の

７
日
間
、
全
国
一
斉
に
春
季
火
災

予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

前期高齢者の国民健康保険税の納付方法が変わります
国の医療制度改革に伴い、平成20年4月から、国民健康保険に加入する前期高齢
者（65～74歳）の国民健康保険税は年金からの天引き（特別徴収）に変わります。世
帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主が対象となります。
ただし、次のいずれか等に該当する場合、特別徴収は行われません。普通徴収の
方法により、今までどおり6月に納税通知書をお送りします。

①世帯主の老齢年金等の受給額が年額18万
円未満である

②世帯主の国保税と介護保険料の合算額が
年金受給額の年額の2分の1を超える

③世帯主の介護保険料が特別徴収されてい
ない

※特別徴収対象世帯の20年度国保税は、平
成19年度の国保税年税額÷6の金額が4・
6・8月の年金から仮徴収されます。10・
12・2月は6月以降に確定した前年の所得
をもとに計算し、仮徴収した分を差し引
いた額を年金から徴収します。（本徴収）

問い合わせ先　税務課課税係　内線49

※
お
し
ら
せ
版
２
月
号
で
平
成
19
年

度
火
災
救
急
出
動
件
数
と
お
伝
え

し
ま
し
た
が
、
平
成
19
年
１
月
〜

12
月
の
状
況
で
す
。
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町
営
有
料
駐
車
場（
駅
西
駐
車
場
・
駅
北
駐
車
場
）

平
成
20
年
度
利
用
者
募
集

　

御
代
田
駅
西
駐
車
場

募
集
台
数　

26
台

募
集
期
間

２
月
25
日（
月
）〜
３
月
10
日（
月
）

申
し
込
み
方
法

　

町
営
駐
車
場
使
用
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
駐
車
す
る

車
の
自
動
車
検
査
証
の
写
し
を
添

え
て
直
接
お
持
ち
に
な
る
か
、
郵

送
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

町
営
駐
車
場
使
用
申
込
書
は
、

産
業
建
設
課
窓
口
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

説
明（
抽
選
）会

　

３
月
中
旬（
日
時
は
後
日
、
申

込
者
に
通
知
し
ま
す
。）

問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
建
設
課
都
市
計
画
係

（
内
線
75
・
38
）

　

御
代
田
駅
北
駐
車
場

募
集
台
数　

30
台

募
集
期
間

３
月
３
日（
月
）〜
３
月
17
日（
月
）

申
し
込
み
方
法

　

町
営
駐
車
場
使
用
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
駐
車
す
る

車
の
自
動
車
検
査
証
の
写
し
を
添

え
て
直
接
お
持
ち
に
な
り
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

町
営
駐
車
場
使
用
申
込
書
は
、

企
画
財
政
課
窓
口
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
財
政
課
財
政
係（

内
線
54
）

町
営
有
料
駐
車
場
の
契
約
利
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

平
成
19
年
度
の
契
約
を
さ
れ
て
い
る
方
も
募
集
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

契
約
料
金　

３
６
、０
０
０
円

※
都
合
に
よ
り
中
途
で
解
約
さ
れ
た
場
合
は
、
未
使
用
の
月
分
を
月

割
り
で
払
い
戻
し
致
し
ま
す
。

契
約
期
間　

平
成
20
年
４
月
１
日
〜
平
成
21
年
３
月
31
日

健
康
づ
く
り
の
つ
ど
い
を

開
催
し
ま
し
た

　

１
月
27
日
、
エ
コ
ー
ル
み
よ
た

で
、「
第
18
回
健
康
づ
く
り
の
つ

ど
い
」を
開
催
し
ま
し
た
。

　

例
年
行
わ
れ
て
い
る
健
康
相
談
、

測
定
な
ど
の
ほ
か
に
、
国
民
健
康

保
険
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

パ
ネ
ル
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、

住
民
の
方
々
の
活
動
体
験
発
表
も

あ
り
、
つ
ど
い
を
盛
り
上
げ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
講
演
会
で
は
佐

久
保
健
所
長
小
林
良
清
先
生
に
ご

講
演
い
た
だ
き
、
参
加
者
に
質
問

が
あ
る
な
ど
、「
と
て
も
熱
心
に

わ
か
り
や
す
く
て
よ
か
っ
た
」と

い
う
声
が
多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
や
ま
ゆ
り
作
業
所
の
メ

ン
バ
ー
や
家
族
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
皆
さ
ん
も
、
障
が
い
者
へ
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
事
を
目

的
に
作
品
の
販
売
と
バ
ザ
ー
を
行

い
５
６
、０
５
５
円
の
収
益
金
を

得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
の

収
益
金
は
、
精
神
保
健
福
祉
の
向

上
の
た
め
の
学
習
会
や
、
精
神
障

が
い
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
事

業
等
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

皆
さ
ま
、
ご
協
力
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー
（
32
）２
５
５
４

　

65
歳
の
農
業
者
の
方
の
平
均

余
命
は
、
男
性
の
場
合
で
19
年

（
84
歳
）、
女
性
の
場
合
で
24
年

（
89
歳
）と
な
っ
て
い
ま
す
。
65

歳
以
上
の
夫
婦
２
人
が
暮
ら
す

た
め
に
必
要
な
生
活
費
は
月
額

26
万
４
千
円
、
年
額
３
１
７
万

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
平
成

15
年
農
林
水
産
省
農
業
経
営
動

向
統
計
）

　

老
後
は
お
金
の
心
配
を
せ
ず

に
暮
ら
し
た
い
も
の
で
す
。
そ

の
間
、
予
測
不
可
能
な
経
済
変

動
や
、
思
わ
ぬ
怪
我
や
病
気
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

よ
う
な
予
測
不
可
能
な
事
態
に

備
え
る
と
と
も
に
、
ゆ
と
り
あ

る
老
後
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、

貯
金
な
ど
に
加
え
て
、
年
金
が

有
効
な
手
当
て
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
農
業
者
の
方

に
は
農
業
者
年
金
が
あ
り
ま
す
。

こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す

■
御
代
田
町
農
業
委
員
会
事
務
局
32 ‒ 

3
1
1
1　

内
線
26
・
27
番

Ｑ
…
老
後
に
は
ど
の
く
ら
い
お

金
が
か
か
る
の
で
す
か
？

Ａ
…
夫
婦
２
人
の
老
後
の
生
活

費
は
月
額
で
約
26
万
４
千
円

農
業
者
の
み
な
さ
ん
、老
後
の
生
活
の
備
え
は
万
全
で
す
か
？

高齢者夫婦世帯の農業経済の概要（単位：万円）

資料：農業経営統計調査「農業経営動向統計」
注：高齢者夫婦世帯とは、世帯主65歳以上の高齢夫婦のみの世帯

収　入
422万円

支　出
371万円

年金等給付金 240

家計費 317

農業
所得
45

農外所得
96

その他
41

租税等
54

魅力いっぱいの農業者年金には、
農業に従事している方は誰でも
加入できます。

国民年金の第1号被
保険者で、年間60日
以上農業に従事する
60歳未満の方です。

御代田町役場 TEL0267‒32‒3111


